
決定通知書受理 決定通知書送付

・申請内容が要綱第２条に該当しているか審査。

・上松町結婚祝金(支給・不支給)決定通知書
(様式第２号：以下　決定通知書)

商品券(５万円分)支給
（役場窓口にて受渡し）

祝金(２０万円)支給
（指定口座へのお振込）

商品券受渡時に必要となる資料
・受理した決定通知書
・本人確認証明書(免許証等　コピー不要)

上松町結婚祝金支給　事務手続フロー

【申請者】 【上松町】 【事務手続き等】

※　各手続において、不明点等ございましたら、企画財政課企画政策係(Teｌ：0264－52－2001)までお問い合わせ願います。

・上松町結婚祝金支給申請書（様式第１号）
・納税証明書
・戸籍写し(本籍が町外にある場合のみ)

支給申請書提出 支給申請書受付

内容審査


